
「令和３年度（２０２１年度）熊本県食品衛生監視指導計画」 
 ～概要版～ 

 
１ 基本的事項 

 

○食品衛生監視指導計画とは？  

熊本県では、食品衛生法第２４条の規定に基づき、毎年、熊本県食品衛生監視指導計画（以下「監

視指導計画」という。）を策定しています。 

この監視指導計画は、熊本県（熊本市は除く。）における食品衛生に関する取り組みの基本となるも

ので、食中毒などの食品事故防止のために、飲食店などの営業施設への立入検査（※１）と加工食品

や農林畜水産物などの収去検査（※２）を柱として、様々な取り組みを年間通して実施するよう計画し

ています。 

 

 

 

 

            

 

 【一日食品衛生監視員の監視】           【ノロウイルス食中毒予防講習会】 

 

○対象区域と期間は？ 

対象区域は、「熊本県全域（熊本市を除く。）」です。 

期間は、令和３年（２０２１年）４月１日から令和４年（２０２２年）３月３１日までの１年間です。 

 

２ 監視指導の実施に関する事項 

監視指導は、県下１０か所の保健所、食肉衛生検査所、健康危機管理課が行います。 

保健所では、それぞれに所属する食品衛生監視員が、対象施設（※１）である飲食店など営業許可

施設等に対して、規定の回数立入検査（※１）を行い、必要に応じて収去検査（※２）を実施します。 

さらに、食品表示法に基づき、食品関連事業者に適正表示の周知を徹底するとともに、関係部局と

連携し効果的な監視指導を行います。 

 

 

 



食肉衛生検査所では、管轄すると畜（食鳥処理）場で、と畜（食鳥)検査、輸出に係る衛生証明書の

発行事務、サルモネラ検査及び施設の監視指導を行います。 

 

 

 

 

      

【とちく検査（牛）】      【とちく検査（豚）】        【食鳥検査】        【サルモネラ検査】 

 

健康危機管理課は、各保健所間の調整、国や都道府県等との連携・調整を行います。 

大規模又は広域的な食中毒等が発生した場合や輸入食品の違反を発見した場合には、食中毒事

案の発生状況や食品の流通状況等を踏まえて厚生労働省、消費者庁、他の都道府県、その他関係

する食品衛生担当部局や地方衛生研究所等の関係機関との連携を確保します。 

特に、複数の都道府県等が関係する広域的な食中毒事案が発生した場合には、九州厚生局が設

置する広域連携協議会を活用し、食中毒の原因調査及びその結果に関する必要な情報を共有し、関

係機関等との連携の緊密化を図るとともに、食中毒患者等の広域にわたる発生又はその拡大を防止

するために必要な対策について協議します。 

 

収去した食品の検査（※３）は、保健環境科学研究所及び八代保健所試験検査課が実施します。検

査結果は保健所へ報告され、各保健所の食品衛生監視員が、収去した営業者に対して結果に基づく

指導を行います。 

 

 

 

 

 

 

       【保健環境科学研究所】                 【八代保健所試験検査課】 

  



〇 食品等事業者へのＨＡＣＣＰ導入の推進（制度化への対応） 

平成３０年（２０１８年）６月に「食品衛生法等の一部を改正する法律」（以下、改正食品衛生法）が

公布され、令和３年（２０２１年）６月から全ての食品等事業者がＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施す

るよう制度化されました。ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化については、事業者の実態に応じて

「ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理※」若しくは「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理※」を実施する必要

がありますが、基本的に全ての食品等事業者が衛生管理計画※を作成する必要があります。 

今後も、食品等事業者がＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を円滑に導入できるよう、講習会や監視指導

等様々な機会を通じて、衛生管理計画作成のための指導・助言等を行います。なお、小規模事業者

等については、HACCPに沿った衛生管理を実施できるよう、厚生労働省が内容を確認した手引書を

用いて指導・助言を行い、また、大規模事業者等については、衛生管理計画の検証・助言等を行い

ます。 

 

○ 食品営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設への対応  

改正食品衛生法では、食品営業許可制度が見直されるとともに、営業届出制度が創設されまし

た。令和３年（２０２１年）６月1日の施行後、全ての食品取扱業種が法に基づく営業許可業種、営

業届出業種、営業届出対象外業種のいずれかに分類されます。食品等事業者が新業種へ円滑に

移行できるよう、監視指導や講習会等を通じ周知活動を行います。また、現在許可対象外業種で

あるため実態が把握できていない食品取扱事業者に対しては、各種広報媒体の活用や関係機関

との連携により情報提供を行います。 

 

 

 

 

※１ 立入検査で実施する監視指導事項 

（１） 一般的監視指導事項 

        営業施設の管理運営基準及び施設基準が守られているか 

（２） 重点監視指導事項 

 ① 食中毒防止 ② 適正表示 ③ 輸入食品監視 ④ 広域流通食品監視 

       ⑤ 生食用食肉監視 ⑥ 放射性物質（県内流通の情報があった場合） 

立入検査ランク表（抜粋） 

ランク 標準監視回数 対象施設 

Ｓ ３回以上／年 前年度の違反施設 

Ａ ２回以上／年 ５００食以上提供飲食店、乳肉加工品製造業、飲料製造業 等 

Ｂ １回以上／年 各種食品製造業、食肉・魚介類販売業、大量調理施設 等 

Ｃ １回以上／２年 一般食堂、乳類販売業、漬物等製造業、中小規模調理施設 等 

Ｄ １回以上／５年 簡単な調理・加工業、包装食肉･包装魚介類販売業、自販機 等 



県下１０保健所 

※２ 収去検査 

      食品衛生法第２８条第１項、食品表示法第８条第１項で規定されており、検査のため必要 

があれば食品衛生監視員が営業者等から食品を無償で提供させることができるという制度 

です。収去検査の具体的な流れは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

※３ 試験検査の内容 

（１） 食品等の成分規格 

① 微生物検査 ② 食品添加物検査 ③ 農薬等残留検査 ④ その他 

（２） 適正表示 

① アレルゲン検査 ② 遺伝子組換え食品検査 等 

（３） 熊本県食品の衛生に関する指導基準に基づく検査 

       成分規格がない食品の製造者に対して衛生指導を行う目的で県が独自に設定した基準 

（４） モニタリング検査 

       （１）～（３）以外で衛生指導に必要な検査など 

 

監視指導に係る関係機関との 

連携のイメージは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供  意見交換 

講習会 

 

営業許可申請 

食品の無償提供 

 

営業許可･講習会 

立入検査･収去 

検査成績･指導 

収去食品の 

検査依頼 

 

健康危機管理課 

 

保健所間の連携  調整 

各種情報収集  提供 

試
験
検
査
機
関 

（
保
健
環
境
科
学
研
究
所
・
八
代
保
健
所
） 

 

食
品
関
係
営
業
者 

県      民 

連携 調整 

情報交換 

連携 

と
畜
場
・
食
鳥
処
理
場 

情報交換 

と畜検査 
食鳥検査 
 
衛生指導 

検査申請 

検査成績 

国・他の都道府

県等 

 

ｄ 

連携 

食
肉
衛
生
検
査
所 

① 収去(食品等の無償提供) 

④ 検査成績の伝達･指導 

食
品
衛
生
監
視
員 

（
保
健
所
） 

食
品
関
係
営
業
者 

③ 検査成績の報告 

② 試験検査の依頼 試
験
検
査
機
関 

くらしの安全

推進課等 情報交換 

連携 

広域連携協議会 



３ 食中毒等の健康危機管理体制に関する事項 

食品等により健康被害が発生した場合には、「健康危機管理マニュアル」に基づき、原因の究

明のための調査等を迅速かつ的確に実施するとともに、健康被害の拡大・再発の防止のため、県

民への周知と注意喚起を図ります。 

食中毒等の食品事故発生時の対応イメージは次のとおりです。 

  

 

 

                    調査依頼      調査協力（調査結果） 

               支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 情報提供及び県民や食品事業者との意見交換の実施に関する事項 

熊本県では、各保健所や県ホームページで食品に関する様々な情報を提供しています。年間を

通じて、季節ごとの注意事項（食中毒注意報など）、国や他都道府県等からの情報、食中毒発生

情報、収去検査結果（違反情報を含む）などの最新情報の提供に努めています。 

また、食品事業者や消費者を対象とした食品衛生講習会を（一社）熊本県食品衛生協会と連携

し、開催しています。熊本県で取り組んでいる「出前講座」にも対応しており、依頼により各種講習

会・研修会に講師を派遣しています。 

さらに、夏期及び年末の食品一斉取締り期間中には、各保健所において消費者に委嘱状を交

付し、営業施設への立入検査、食品表示の監視、意見交換を行う「一日食品衛生監視員事業」を

実施しています。 

熊本県庁 

 

連携 

検食、検便 

 

調査、処分(改善指導） 

検査結果 

 

検査依頼 

 

食品の提供（原因） 

 

 

聞取り調査 

周知、注意喚起 

 

 

 

健康被害の申出 

 

都道府県等（熊本市など） 

健康危機管理課 

 

保健環境 

科学研究所 

 

保健所 

県   民 

（医療機関） 

  国 

農林水産部など 

他の部局 

 

原因施設 



       

 

 

 

 

 

 

 

     【意見交換会】               【食品事業者対象の講習会】 

 【食品衛生協会と連携して行っている食品衛生に関する普及啓発活動】 

 

監視指導計画には、この他、 

○違反発見時の対応に関する事項 

○監視指導実施状況の公表に関する事項 

○食品衛生に係る人材育成及び資質の向上に関する事項 

など、国が示した「指針」に定められている事項や熊本県の実情を勘案した事項を記載しています。 

 

この計画に対するお問い合わせは、熊本県健康危機管理課(食品乳肉衛生班：直通０９６-３３３-２２

４７)までお願いします。 

また、「食中毒の予防について」に関する出前講座を実施しています。申し込みいただいた団体等に

職員が出向いて講習等を行いますので、ご希望の方は、各保健所（衛生環境課）にご相談ください。 

 
 
 

 
 
 
 
                                         
 
 
            【食品衛生講習会】                【手洗い教室】 



＜参考データ＞ 
食品取扱い施設数（令和元年度末（２０１９年度末）現在） 

 法の許可施設 法の許可を要しない施設 

熊本県（熊本市は除く）       ２１，７０２ ２０，４２７ 

全国 ２，４２１，５３７ １，２９４，７５８ 
 

 

立入検査、収去検査実施状況（令和元年度（２０１９年度）実績） 

 件数 

立入検査 ２３，０７９   

収去検査 １，１０４   
 
 

と畜検査（ＢＳＥスクリーニング検査を含む。）、食鳥検査状況（令和元年度（２０１９年度）実績） 

 件数 

と畜検査 ２１７，３５７   

と畜検査（ＢＳＥｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査） ０   

食鳥検査 １９，４５４，６２１   
 
 

食中毒の発生状況（令和２年（２０２０年）） 

 件数 患者数 （死者数） 

熊本県（熊本市は除く）      ６ ３９ （０） 

全国（速報値）  ８８８ １４，６１４ （３） 
 
 

収去検査での違反発見状況（食品衛生法第２８条の規定に基づく実施分。） 

（令和元年度（２０１９年度）） 

 件数 違反の内訳（延べ検体数） 

熊本県（熊本市は除く）  ７ 微生物：  ３、添加物： ４、農薬等： ０、その他：０   

全国 ６８０ 微生物：２４０、添加物：３０、農薬等：４７、その他：３６３ 

 

 


